
長期安定経営のために
知っておきたい

ポイント

　弊機構では、「子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資」などを通じて、長期固定

金利の融資によりオーナーさまの安定的な賃貸住宅経営のお手伝いをしています。

少子高齢化や人口減少が進む中で、賃貸住宅を長期にわたり良好に経営していく

ためには、オーナーさまご自身が賃貸住宅経営における様々なリスクを正しく理解

し、それに備えた対策をあらかじめ考えていただくことが重要です。

　本パンフレットでは、賃貸住宅経営をご検討されるオーナーさま向けに、長期

安定の賃貸経営のための４つのポイント（リスク）と事業収支シミュレーションの

チェックポイントをご紹介します。
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世帯数の将来動向や地域の賃貸ニーズをチェック。
長期にわたり選ばれる物件を目指しましょう

Check!

　人口減少社会といわれる中、都市部ではしばらく
の間、世帯数が増えるものの、地域によっては人
口や世帯数の減少が見込まれており（図1・2）、そ
れは賃貸住宅の経営リスクにつながります。
　一方で、ライフスタイルに合わせて柔軟に住み替
えたいという志向を持つ方も増えてきており、賃貸

住宅へのニーズも高まっているのも事実です（図3・
4）。このような入居者から長期にわたって「選び続
けられる賃貸住宅」となるように、立地などを踏まえ
た上で、入居者のターゲットを定めた建築計画を
立て、空室の増加や家賃の下落を防ぐ運営に努め
ることが重要になります。

空 室が発 生するかも？
家 賃が下落するかも？

Point

1
賃貸住宅経営は長期にわたるため、新築したときの家賃水準のままずっと満室経営が
できるとは限りません。安定した経営を続けるためにも、将来の賃料収入の見通しを
立てることが重要です。また、サブリース契約を利用する場合は、その契約内容とと
もに、メリットとリスクを十分に理解することも重要です。
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図1_人口と世帯数の推移の将来推計
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図2_2015年を100％とした場合の世帯数推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）
（2019年推計）」

資料：国土交通省 平成27年度「土地問題に関する国民の意識調査」

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（2018（平成30）年推計）」　
 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※1  2019年は、「建物を所有していれば、土地は借地でも構わない、または望ましい」
※2  2019年は、「借家（賃貸住宅）で構わない、または望ましい」
資料：国土交通省 令和元年度「土地問題に関する国民の意識調査」
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図4_借家で構わない理由図3_入居者の住宅の所有に対する意識

年齢・家族構成・収入等に応じて住み替えをしていくには、
借地または借家のほうがよいから
子どもや家族に土地・建物の形で財産を残す必要はないから
近年は、借家の優良物件の供給が増えているから
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　サブリース契約は、賃貸住宅をサブリース事業者がオーナーさまから一括し
て借り上げ、空室の有無にかかわらず一定の賃料を支払うものです。賃料収入
が安定することに加えて、管理の手間がかからないメリットがあります。一方で、
最近では、賃料の減額や中途解約をめぐるトラブルなどが発生しています。
　一般的にサブリース賃料は、一定期間ごとに見直されるものであるため、最
初の家賃収入が契約期間の最後まで保証されるわけではありません。サブリー
ス契約をする場合は、サブリース事業者から契約内容について十分に説明を受
けて、賃料が減額された場合のリスクをよく理解しましょう。

図_ 金融庁・消費者庁・国土交通省作成チラシ（抜粋）

資料：国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001373810.pdf

サブリースの仕組みを理解し、
上手に付き合いましょうColumn
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長期修繕計画の策定・
計画的な資金確保

入居者が安心・満足賃貸経営の安定化

計画修繕の
実施

住宅性能の
維持

入居率・
家賃収入の

確保

図1_部位ごとの修繕周期の目安

図2_計画修繕のメリット

屋根
塗装・補修 ➡ 11～15年目
防水・葺替 ➡ 21～25年目

修繕工事は必要なもの？
Point

2
築年数の経過とともに建物は老朽化し、設備の機能は
落ちてきます。点検や修繕をせずに放置していると、より
大きなトラブルや耐久性の低下につながりかねません。
ひいては入居率の悪化を招いて家賃収入が減り、必要
な修繕ができなくなる悪循環に陥るおそれがあります。
長期的に安定した賃貸経営を行うためにも、あらかじめ
修繕計画を立てて費用を準備しておくことが大切です。

1
外装の

劣化など 2
競争力の

低下3
修繕費の
確保困難 4

一層の
老朽化5

さらなる
競争力の低下

修繕工事の時期と費用の計画をたてて、
積み立てておけば心配ありません

Check!

　経過年数ごとにどのような修繕工事が想定され、
どの程度の費用が必要かをまとめたものが長期修繕
計画です。建物の見た目に変化はなくても、部位や
設備ごとに性能が落ちる時期の目安があるため、長期
修繕計画を立てて、一定の周期で計画的に修繕を行
うことで建物性能を維持させることができます。特に、

屋根や外壁などは大規模な工事となり出費も膨らむ
ため、定期的に費用を積み立てておきましょう（図1）。
　建物の性能を維持することは、入居者にとっての
安心・満足を実現します。その結果、入居率や家賃
収入が保たれ、それが次の修繕資金の確保へとつな
がっていくという好循環が生まれます（図2）。

資料：国土交通省 「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」

外壁
塗装 ➡ 11～18年目
タイル張り補修 ➡ 12～18年目

階段・廊下
鉄部塗装 ➡ 4～10年目
塗装・防水 ➡ 11～18年目

給排水管
高圧洗浄 ➡ 5年目
取替 ➡ 30年目

給湯器・エアコン
交換 ➡ 11～15年目
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図_金利変動による返済額の増減（試算）

金利変動による影響は？
Point

3
賃貸住宅経営の支出においては、一般的に賃貸住宅ローンの返済額が多くを占めます。
賃貸住宅ローンの金利タイプには、「全期間固定金利型」「固定金利期間選択型」「変動
金利型」の３タイプがあるため、それぞれの特徴を理解した上で資金計画を立てましょう。

金融情勢は変わるため、
現在の低金利がずっと続くとは限りません

Check!

　元利均等返済で「全期間固定金利型」を選んだ
場合は、毎月の返済額が一定となり、返済終了時
までの総返済額も確定します。
　一方で、「固定金利期間選択型」や「変動金利

型」を選んだ場合は、将来の金利動向によって、
毎月の返済額が変動します。そのため、総返済額
も大きく増減する可能性があることを知っておきま
しょう。

1カ月当たりの
返済額（円）

282,285円

324,395円

339,797円

323,654円

350,000

300,000

250,000

0
1〜5年目

1.0%
6〜15年目

2.0%
16〜25年目

2.5%
26〜35年目

1.5%融資金利

42,110円増加

15,402円増加

16,143円減少

借入額10,000万円／返済期間35年／元利均等返済毎月払い ／
変動金利（当初5年間を1.0％、以後10年ごとに変更）

試算条件

返済額
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図1_火災保険で補償される災害例

火災 落雷 破裂・爆発  風災・
ひょう災・雪災

 物体の落下・
飛来・衝突

給配水管に
生じた事故

 騒じょう・
集団行動による

破壊行為
盗難 水災

※ただし、契約内容によって
　補償内容は異なります。

図2_地震保険で補償される災害例 

地震による
火災

地震による
損壊

地震による
津波 噴火

※ただし、火災保険と
　セットでの加入が必須です。

水漏れや火災など入居者の過失で損害が発生した場合は、入居者に損害賠償を請求することができます。入
居者に損害を賠償する資力がない場合に備えて、必要に応じて入居者に借家賠償責任保険が含まれた家財保
険への加入を求めましょう。

入居者による「家財保険」の加入も忘れずに

災害による損害に備える
Point

4
地震、台風、集中豪雨などの自然災害は、いつどこで起きるかを予想することはでき
ません。自然災害による損害に備えるためには、火災保険や地震保険などに加入し
ておくことが必要です。

保険でカバーできる範囲を確認し、
必要なものを選びましょう

Check!

　賃貸住宅融資を利用する場合は、一般的に金
融機関から火災保険の加入を求められます。損害
保険会社や商品により補償内容が異なりますので、
補償内容と保険料負担のバランスを確認して火災

保険を選びましょう（図1）。
　また、火災保険では地震による損害は補償され
ません。地震による損害に備えるためには地震保
険に加入する必要があります（図2）。
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図1_Point1から4までを踏まえた収入と支出のイメージ

最初のキャッシュフローがそのまま続くとはかぎりません

図2_事業収支シミュレーションのチェックポイント 

 マイナスにならないか
 将来の追加投資などに備えた余裕があるか

キャッシュ
フロー

 公租公課（固定資産税・都市計画税など）が適切に計上されているか
　（軽減措置が適用されている場合は、軽減期間後に通常の税額が計上されているか）

 計画的な修繕を前提とした修繕費が計上されているか
 火災保険料や地震保険料が計上されているか
 （全期間固定金利型以外の場合）借入金の返済額は、

 　将来の金利上昇による返済額の増加が考慮されているか
 建物及び付帯設備の減価償却費は耐用年数を考慮して計算されているか

支出

 想定家賃額は現実的か（近隣相場の家賃を想定しているか）
 賃料収入は、経年劣化などによる賃料の低下や入居率の低下を考慮しているか
 サブリース契約の場合は、契約更新時の賃料の減額が考慮されているか

収入

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
経過年数（年）

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
経過年数（年）

収入と支出の差（キャッシュフロー）

実質年間収入 支出

安定した賃貸住宅経営のためには、収入と支出の推移を長期にわたって試算し
ておくことが重要です。賃貸住宅経営を始めた後に「こんなことは想定していな
かった」という事態にならないためにも、事業収支シミュレーションの前提条件な
どを丁寧に確認しましょう。

収入と支出の差を抜き出すと…

前提条件は次のとおり
・�賃貸住宅の経営開始から一

定期間は、家賃収入に変化
はないものの、その後は築年
数の経過による家賃の引き
下げや近隣物件との競合に
より家賃収入は減少する。

【収入】

前提条件は次のとおり
・�修繕工事に対する支出は、長

期修繕計画を踏まえて積み
立てていくものとし、毎年の
一定額の積立金を支出とし
ている。
・�全期間固定金利型の利用に

より、借入金の返済額は一定
額とする。
・�災害による備えのための火

災保険料等の保険料は一定
額とする。

【支出】

事業収支シミュレーションの
チェックポイントColumn
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